
350 540 680 7, 570

・学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する市内の学校、児童福祉法（昭和２２年法律
　第１６４号）第３９条第１項に規定する市内の保育所又は就学前の子どもに関する教育、保育等の
　総合　的な提供の推進に関する法律（平成１８年法律第７７号）第２条第６項に規定する市内の認定
　こども園が使用するとき･･･････････････････････････････････････････････････・・・・・・・・・・・・・・ ５割減
・公益上有益と認めて市が使用者と共同して使用するとき･･･････････・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５割減
・障害者福祉の向上を促進する活動を行う団体で市長が承認する団体が、当該活動のために使用
　するとき･･････････・････････････････････････････・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３割減

380 900 550 830


